
奈良市国民保護計画策定の流れ

国民保護計画の策定
「国民の保護のための措置」の内容・実施方法、

実施体制、関係機関との連携などを定める

武力攻撃事態対処法（平成１５年６月成立）
武力攻撃事態等の対処について、基本理念、国・地方
公共団体等の責務、対処手続きなど基本的事項を規定

武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関す法律
(国民保護法）（平成１６年６月成立）

武力攻撃やテロなどが発生した場合に、国民の生命、身体及び財
産を保護し、武力攻撃に伴う被害を最小にすることができるよう、
国・都道府県・市町村等の役割分担やその具体的な措置を規定

・住民の避難に関する措置
・避難住民の救援に関する措置
・武力攻撃災害への対処に関する措置
・国民生活の安定に関する措置
・復旧、備蓄その他の措置　など

国民保護基本指針（平成１７年３月策定）
「国民の保護のための措置」の実施に関する基本的
方針、国民保護計画等の作成の基準となるべき事項

・国民保護法に基づく諮問機関
・市長を会長に関係機関等で構成
・奈良市国民保護協議会条例制定
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